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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年４月２１日 ２１時０９分ごろ 

発生場所 香川県小豆
しょうど

島南方沖  

 地蔵埼灯台から真方位１０４°１.４６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２４.６′ 東経１３４°１５.８′） 

事故の概要 自動車運搬船日
にっ

翔
しょう

丸は、西進中、また、貨物船第十一朝日丸は、

北西進中、両船が衝突した。 

日翔丸は、左舷中央部外板に亀裂等を、また、第十一朝日丸は、

右舷船首部に曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年４月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 自動車運搬船 日翔丸、７,０７３トン 

１３３１１９、北星海運株式会社（Ａ社） 

１４５.２０ｍ×２１.００ｍ×１５.７８ｍ、鋼 

ディーゼル機関、６,８２５kＷ、平成３年１１月２５日 

Ｂ 貨物船 第十一朝日丸、４９８トン 

   １４０１７９、有限会社執行海運（Ｂ社） 

７６.４６ｍ×１２.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１７年５月２４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年６月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年３月１０日 

    免状有効期間満了日 平成３３年６月４日 

航海士Ａ 男性 ２４歳 

三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２６年３月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年６月５日 

  免状有効期間満了日 平成３１年３月１７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

四級海技士（航海）（旧就業範囲） 
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    免 許 年 月 日 昭和５２年２月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１１月２１日 

    免状有効期間満了日 平成３２年４月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に凹損及び亀裂等 

Ｂ 右舷船首部に凹損及び曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１２人が乗り組み、自動車及び

バイク７２７台を積載し、平成２９年４月２１日１７時２０分ごろ

香川県坂出市坂出港に向けて阪神港神戸区を出港した。 

 Ａ船は、法定灯火を表示し、航海士Ａが、甲板手１人と共に２０

時３０分ごろから船橋当直につき、レーダー１台を３Ｍレンジで、

もう１台を０.５Ｍレンジで、いずれもノースアップ表示とし、中心

を画面の約１／４後方に移動させて見張りに当たり、備讃瀬戸東航

路の東側出入口に向けて約１５.５ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で西進した。 

航海士Ａは、２０時５０分ごろ播磨
は り ま

灘の推薦航路線の北方約１Ｍ

を航行していたところ、左舷前方約３ＭにＢ船の白灯２個及び緑灯

１個を認め、ＡＩＳ情報によりＢ船が坂出港に向けて航行中である

ことを知った。 

航海士Ａは、Ｂ船の方位が変わらずに接近するものの、小豆島南

方沖で播磨灘の推薦航路線の北側に出たので、備讃瀬戸東航路の東

側出入口に向けて間もなく左転するものと思っていたところ、同じ

針路で接近を続けることに気付いた。 

Ａ船は、約１０°右転した後、航海士ＡがＶＨＦ無線電話でＢ船

を２回呼び出したが応答がなかったので、汽笛で長音１回を吹鳴

し、右舵１５°を取ったものの、２１時０９分ごろその左舷中央部

とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、自室で休息中、衝突に気付いて昇橋し、ＶＨＦ無線電

話で海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、空倉の状態で、４月２０日

１４時４０分ごろ坂出港に向けて京浜港横浜区を出港した。 

 Ｂ船は、法定灯火を表示し、２１日１９時１０分ごろ鳴門海峡を

通過し、その後船長Ｂが１人で航海当直についた。 

 船長Ｂは、播磨灘を約１１.２kn の速力で北西進し、操業中の漁船

を手動操舵で避けたのち、３Ｍレンジでノースアップ表示としてい

たレーダーを見ても、前路に航行の支障となる船舶がいなかったの

で、備讃瀬戸東航路の東側出入口付近に針路を定めて自動操舵に切

り替え、舵輪の後方に置いてある椅子に腰を掛けた姿勢で見張りを



- 3 - 

行っていたところ、眠気を感じ、いつしか居眠りに陥った。 

船長Ｂは、衝撃で目が覚め、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の左舷中央

部とが衝突したことに気付いた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、前方に小豆島の地蔵埼付近の陸岸が接近して

いることを知り、左転して備讃瀬戸東航路に入った後、衝突場所に

戻るつもりで反転したものの、備讃瀬戸海上交通センターからの指

示で坂出港に向かった。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船の損傷状況（修繕中）、

写真２ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、平成２５年ごろ高校を卒業してＡ社に入り、Ａ船に

は２回目の乗船だった。 

船長Ｂは、Ｂ社を経営してＢ船の運航に携わっていたものの、平

成２９年４月ごろから自ら運航管理も行うこととなり、運航計画や

荷主との連絡等による心労が重なり、熟睡できない日が続いてい

た。 

Ｂ船は、船橋航海当直警報装置を備え、４分間船橋当直者の移動

が検知されない場合、船橋内に当直者警報ブザーが鳴り、更に検知

されない状態で１分間経過した後、階下の居住区通路で外部警報ブ

ザーが鳴る仕様になっていたが、本事故当時、警報ブザーは鳴って

いなかった。 

船橋航海当直警報装置は、正常に作動していた。 

船長Ｂは、居眠りに陥る前、３Ｍレンジで表示していたレーダー

で、地蔵埼付近の陸岸がレーダー画面の縁に映っていたのを、腰を

掛けていた場所から見たのを覚えていた。 

船長Ｂは、２時間ほどで坂出港外に達するので、居眠りすること

はないものと思っていた。 

船長Ｂは、レーダーの接近警報の取扱いに習熟していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、小豆島南方沖において西進中、航海士Ａが、左方から接

近するＢ船を認めた際、Ｂ船の方位が変わらないものの、Ｂ船が備

讃瀬戸東航路の東側出入口に向けて間もなく左転するものと思い、

衝突を避けるための動作が遅れたことから、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

Ｂ船は、小豆島南方沖において北西進中、船長Ｂが、居眠りに陥

ったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、熟睡できない日々が続いていた状況下、操業する漁船
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を避けた後、前路に航行の支障となる船舶がいなかったこと、及び

自動操舵に切り替えて舵輪の後方に置いてある椅子に腰を掛けた楽

な姿勢で見張りをしていたことから、居眠りに陥った可能性がある

と考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、３Ｍレンジとしたレーダーで地蔵埼付近の陸

岸を視認している一方、右舷正横後１.３Ｍ付近のＡ船に気付いてい

ないことから、２１時００分ごろには既に覚醒水準が低下した状態

であったものの、身体を動かすなどしていて船橋航海当直警報装置

が作動しなかった可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、小豆島南方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が

北西進中、船長Ｂが、居眠りに陥り、また、航海士Ａが、Ｂ船の方

位が変わらないものの、Ｂ船が備讃瀬戸東航路の東側出入口に向け

て間もなく左転するものと思い、衝突を避けるための動作が遅れた

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・接近する他船の動静に不安を感じた場合、ＶＨＦ無線電話や汽

笛を使用して相手船に注意を喚起し、それでも相手船が衝突を

避けるための動作を取らなければ、直ちに、自船が衝突を避け

るための動作をとること。 

 ・船橋当直中に眠気を感じた場合、楽な姿勢をとらず、操舵室の

窓を開けて外気を入れるなど、居眠り防止の措置を講じるこ

と。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年４月２１日 ２１時０９分ごろ発生） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

北緯 東経

(時：分：秒) (°-′-″) (°-′-″) (°) (°) (kn)

20:50:10 34-25-16.3 134-21-37.8 258.9 259 15.7

20:51:05 34-25-13.5 134-21-21.0 258.4 258 15.6

20:52:05 34-25-10.7 134-21-02.3 260.6 262 15.7

20:53:05 34-25-08.5 134-20-43.5 262.0 262 15.6

20:54:04 34-25-06.4 134-20-24.9 261.8 262 15.6

20:55:05 34-25-04.3 134-20-06.2 261.9 262 15.6

20:56:05 34-25-01.7 134-19-47.4 261.6 262 15.6

20:57:05 34-24-59.7 134-19-28.8 261.4 262 15.6

20:58:05 34-24-57.2 134-19-10.0 261.5 262 15.6

20:59:05 34-24-54.7 134-18-51.3 261.2 261 15.6

21:00:05 34-24-52.4 134-18-32.8 260.8 261 15.5

21:01:04 34-24-49.8 134-18-14.6 260.3 261 15.5

21:02:04 34-24-47.3 134-17-56.0 261.0 262 15.5

21:03:04 34-24-45.0 134-17-37.5 261.1 262 15.5

21:04:04 34-24-42.6 134-17-19.0 261.0 262 15.4

21:05:04 34-24-39.9 134-17-00.7 260.5 263 15.3

21:06:05 34-24-37.9 134-16-42.0 262.0 263 15.3

21:07:10 34-24-35.8 134-16-21.7 263.2 265 15.4

21:08:07 34-24-34.4 134-16-04.4 267.7 271 15.3

21:09:00 34-24-35.4 134-15-48.2 273.3 276 14.7

21:09:05 34-24-35.5 134-15-47.0 276.5 279 14.6

21:09:10 34-24-35.8 134-15-45.3 281.6 283 14.3

21:09:14 34-24-36.0 134-15-44.2 282.8 285 14.1

21:09:20 34-24-36.5 134-15-42.6 286.1 290 13.9

21:09:26 34-24-37.0 134-15-41.1 292.6 295 13.5

21:09:30 34-24-37.4 134-15-40.1 294.8 297 13.5

21:09:35 34-24-37.8 134-15-39.2 297.1 299 13.4

21:09:40 34-24-38.4 134-15-37.8 299.0 301 13.4

21:09:44 34-24-38.9 134-15-36.8 300.2 302 13.3

21:09:50 34-24-39.6 134-15-35.5 301.3 302 13.2

21:10:00 34-24-40.8 134-15-33.3 301.7 300 13.0

21:11:10 34-24-48.0 134-15-19.3 303.0 300 11.1

21:12:00 34-24-53.9 134-15-12.6 330.0 329 8.8

船位 ※
対地針路※ 船首方位※ 対地速力時刻

 
※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

また、対地針路及び船首方位は、真方位（以下同じ。）である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

北緯 東経

(時：分：秒) (°-′-″) (°-′-″) (°) (°) (kn)

20:50:08 34-22-55.1 134-19-38.0 298.0 296 11.9

20:51:08 34-23-00.9 134-19-25.5 300.7 299 11.8

20:52:07 34-23-06.7 134-19-13.4 300.7 299 11.7

20:53:07 34-23-12.5 134-19-01.2 299.8 299 11.7

20:54:07 34-23-18.1 134-18-49.0 298.4 297 11.5

20:55:07 34-23-23.7 134-18-37.0 299.4 299 11.4

20:56:08 34-23-29.1 134-18-25.1 297.2 296 11.1

20:57:08 34-23-34.1 134-18-13.1 295.8 295 11.1

20:58:08 34-23-38.8 134-18-01.2 294.7 295 11.1

20:59:08 34-23-43.6 134-17-49.0 296.3 294 11.0

21:00:08 34-23-48.4 134-17-37.0 295.7 294 11.1

21:01:08 34-23-53.1 134-17-25.0 295.7 294 11.0

21:02:08 34-23-58.1 134-17-13.0 297.9 296 11.0

21:03:08 34-24-03.2 134-17-01.2 297.7 297 11.0

21:04:08 34-24-08.2 134-16-49.5 296.6 297 11.0

21:05:08 34-24-13.3 134-16-37.7 298.1 298 11.0

21:06:08 34-24-18.8 134-16-26.1 300.0 298 11.2

21:07:08 34-24-24.0 134-16-14.2 298.4 297 11.2

21:08:08 34-24-29.4 134-16-02.4 299.3 297 11.1

21:09:08 34-24-34.6 134-15-50.8 298.1 281 11.4

21:09:15 34-24-34.7 134-15-49.3 273.3 285 13.1

21:09:21 34-24-34.7 134-15-47.6 273.5 290 12.9

21:09:24 34-24-34.8 134-15-46.6 276.2 293 13.0

21:09:31 34-24-35.2 134-15-44.6 287.1 296 12.1

21:09:34 34-24-35.3 134-15-44.2 290.9 295 11.9

21:09:41 34-24-36.0 134-15-42.4 296.4 287 11.6

21:09:44 34-24-36.2 134-15-42.0 295.8 282 11.4

21:09:48 34-24-36.5 134-15-41.2 293.8 276 11.3

21:09:59 34-24-36.8 134-15-38.8 275.1 267 10.7

21:10:05 34-24-36.9 134-15-37.3 270.2 264 10.6

21:10:07 34-24-36.9 134-15-37.1 269.4 263 10.6

21:11:07 34-24-34.6 134-15-24.7 244.7 248 10.6

21:12:07 34-24-32.0 134-15-12.4 264.7 266 11.0

船位
時刻 対地針路 船首方位 対地速力
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写真１ Ａ船の損傷状況（修繕中） 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 


